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北海道国民健康保険団体連合会 
職 員 採 用 試 験 実 施 要 領 

 

１．平成 23年度採用予定者     ４名 

 

２．応募資格 

 （1）大学 

昭和 61年 4月 2日以降に生まれた者で、平成 23年 3月 31日までに卒業 

見込みの者 

（2）短期大学及び専門学校 

昭和 63年 4月 2日以降に生まれた者で、平成 23年 3月 31日までに卒業 

見込みの者 

（3）高等学校 

平成 2年 4月 2日以降に生まれた者で、平成 23年 3月 31日までに卒業 

見込みの者 

   ※ 書類選考有り（書類選考の結果については、9 月 21 日（火）までに郵

便で通知します。郵便が届かない場合は、下記の担当者に照会してくださ

い。） 

 

３．試験実施日時及び会場 

 （1）試験実施日時 

①第一次試験（書類選考合格者） 

  筆記試験   平成 22年 10月 8日（金） 13時より 

               （12時 40分までに集合してください。） 

     ※ 試験結果については、10月 20日（水）本会ホームページに合格者

のみ受験番号を掲載いたします。なお、合格者には、第二次試験の集

合時間を 10月 22日（金）までに別途郵送します。郵便が届かない場

合は、下記の担当者に照会してください。 

 

②第二次試験（第一次試験合格者）《予定》 

      集団面接試験 平成 22年 11月 1日（月）  9時 15分より 
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※ 試験結果については、11 月 5 日（金）本会ホームページに合格者

のみ受験番号を掲載いたします。なお、合格者には、第三次試験の集

合時間を 11月 8日（月）までに別途郵送します。郵便が届かない場

合は、下記の担当者に照会してください。 

 

③第三次試験（第二次試験合格者） 《予定》 

個人面接試験 平成 22年 11月 15日（月）  9時 15分より  

※ 試験結果については、11月 18日（木）本会ホームページに合格者

のみ受験番号を掲載いたします。なお、合否に関わらず結果を 11 月

22日（月）までに郵送します。郵便が届かない場合は、下記の担当者

に照会してください。 

 

（2）会 場  札幌市中央区南 2条西 14丁目 国保会館（別添案内図参照） 

  《担 当》  総務部次長 野宮  総務課長補佐 小松 

         ℡ 011-231-5161（代表） 

 

４．試験科目 

 （1）筆記試験 

   ①一般教養    ：社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、

判断推理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能 

②事務適性検査  ：事務職員としての適応性を正確さ、迅速さ等の作業能

力の面からみる 

③一般性格診断検査：本会職員としての社会生活を送るのに必要な資質を備

えているかを性格の面からみる 

④職場適応性検査 ：職場への適応性を職務や対人関係に関連する性格の面

からみる 

 （2）集団面接試験（グループ討論方式） 

 （3）個人面接試験 

 

５．提出書類 

 （1）履歴書（本会ホームページからダウンロードし、手書きしてください。） 
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 （2）卒業見込証明書 

 （3）学業成績証明書   

   ※ 提出書類については、採用者の選考に利用するものであり、他の目的に

利用することはありません。 

     また、提出いただいた書類は、書類選考不合格者のみ返却いたします。 

なお、書類選考合格者のうち採用に至らなかった方の提出書類は、適切

な方法にて廃棄いたします。 

 

６．関係書類の提出期限及び提出先 

 （1）提出期限  

平成 22年 9月 9日（木）17時まで（本会必着） 

 （2）提出先 

    〒060-0062 

札幌市中央区南 2条西 14丁目 国保会館 

    北海道国民健康保険団体連合会  

総務課職員係あて 

（封筒には「履歴書在中」と朱書き願います。） 

 

７．給与及び健康保険等 

 （1）給料・賞与等は、北海道職員給与条例の例による。(平成 22年 4月 1日現在) 

   ・高等学校       初任給 140,100円（3年制の場合） 

・短期大学・専門学校  初任給 149,800円（2年制の場合） 

・大学         初任給 161,600円（4年制の場合） 

   ※ 諸手当：地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当等 

（2）全国健康保険協会管掌健康保険、労災保険、雇用保険に加入 

（3）年金は、地方職員共済組合に加入 

 

８．本会業務の概要 

（1）国民健康保険法第 83条に規定する公法人（職員 210名・臨時職員 66名他） 

（2）保険者（市町村及び国民健康保険組合）の国民健康保険事業等に関し、共

同の目的を達成するために必要な事業（業務）を行っており、主たる業務は
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次のとおりです。 

① 国民健康保険診療報酬の審査支払業務 

② 介護給付費の審査支払業務 

③ 障害者自立支援給付費の支払業務 

④ 後期高齢者医療診療報酬の審査支払業務 

⑤ 特定健康診査・特定保健指導に関する業務 

⑥ 国民健康保険被保険者の健康教育に関する事業 

⑦ その他本会ホームページ参照  http://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp 

 

９．その他 

（1）勤 務 地  札幌市中央区南 2条西 14丁目（国保会館） 

（2）採 用 日  平成 23年 4月 1日（金）から 

（3）勤務時間  8時 45分～17時 15分（昼休み 12時 15分～13時） 

（4）休  日  土曜・日曜・祝祭日・年末年始 

（5）休  暇  年次有給休暇、夏季・冬季休暇等 

（6）勤務内容  一般事務、ﾚｾﾌﾟﾄ審査事務、電子情報事務、市町村支援事務等 


